
 

平成 25 年度における年少扶養控除等の見直しによる地方財政の追加

増収分等の取扱い等について 

  

 平成 22 年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の廃止及び特定扶養

控除の縮減（以下「年少扶養控除の廃止等」という。）によって平成 25 年度において新

たに生じる地方増収分並びに平成 24 年度において特定疾患治療研究事業の超過負

担に暫定的に充当した年少扶養控除の廃止等による地方増収分の取扱い等につい

ては、以下のとおりとする。 

（１） 特定疾患治療研究事業については、平成 26 年度予算において超過負担の解

消を実現すべく、法制化その他必要な措置について調整を進めること。 

（２） 平成 25 年度予算における特定疾患治療研究事業の国庫補助金については、

当該事業の国費不足額が平成 24 年度予算における国費不足額を下回るよう、所

要額を計上すること。 

（３） （１）及び（２）の措置を前提として、平成 24 年度において特定疾患治療研究事業

の超過負担に暫定的に充当した年少扶養控除の廃止等による地方増収分（269 億

円）を、（４）・（５）に掲げる国庫補助事業の一般財源化の財源として活用すること。 

（４）  子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金を活用した国庫補助事業を、以下を

前提として、一般財源化すること（522 億円）。 

 ① 子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌のワクチンについては、平成 25 年度か

ら予防接種法に基づく定期接種とすることとし、そのための予防接種法改正法案

を次期通常国会に提出すること。 

 ② また、これらの措置と併せ、既存の予防接種法に基づく定期接種（一類疾病分）

に係る公費負担の範囲を、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金を活用した

国庫補助事業と同様の範囲に見直すべく、法令改正その他必要な措置を講じるも

のとすること。 

（５） 妊婦健康診査支援基金を活用した国庫補助事業を一般財源化すること（364 億

円）。 
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